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第１条（趣旨）
この特則条項は、指定代理請求特則Ⅱについて定め、指定代理請求特則Ⅱは、保険金、給付金、祝金または年金（これら

の名称の如何を問わず、保険料の払込免除を含みます。以下「保険金等」といいます。）の受取人が保険金等の請求等をで
きない会社所定の事情があるときに、保険金等の受取人に代わって、保険契約者があらかじめ指定または指定の変更をした
指定代理請求人が保険金等の請求等を行うことを可能とするものです。

第２条（特則の付加）
この特則は、被保険者の同意を得て、基本契約の締結の際にまたはその締結後に、基本契約に付加することができます。

第３条（特則の対象となる保険金等の請求等）
この特則の対象となる保険金等の請求等は、次のものとします。
①	被保険者が受け取ることとなる保険金等 [１] の請求
②	保険料の払込免除の請求
③	重度障害による保険金の支払にかかる重度障害の通知
備考（第３条）
[１]‥「被保険者が受け取ることとなる保険金等」には、被保険者と保険契約者が同一人の場合の保険契約者が受け取ることとなる保険金等

を含みます。

第４条（指定代理請求人の指定またはその変更）
(1)	この特則を付加した場合、保険契約者は、被保険者の同意を得て、会社の定める書類を提出し、あらかじめ次の範囲内で
１人の者を指定代理請求人として指定してください。
①	被保険者の戸籍上の配偶者
②	被保険者の直系血族
③	被保険者の３親等内の親族
④	①②③のほか、被保険者のために保険金等の請求等をすべき相当な関係があると会社が認めた者

(2)	本条 (1) にかかわらず、保険契約者は、被保険者の同意を得て、本条 (1) の範囲内で、指定代理請求人の指定を変更する
ことができます。

(3)	保険契約者が本条 (1) の指定を変更しようとするときは、必要書類（別表）を会社 [１] に提出してください。
(4)	本条 (1)(2) の指定または指定の変更は、保険証券に記載を受け、またはその指定もしくは指定の変更が完了した旨の通
知を会社が発送してからでなければ、会社に対抗することができません。
備考（第４条）
[１]‥「会社」には、会社から業務の委託を受けた者を含みます。
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第５条（指定代理請求人による保険金等の請求等）
(1)	第３条（特則の対象となる保険金等の請求等）に定める保険金等の受取人 [１] が、保険金等の請求等をできない次のいず
れかの事情があるときは、指定代理請求人が、必要書類（別表）およびその事情の存在を証明する書類を提出して、保険
金等の受取人 [１] に代わって保険金等の請求等をすることができます。
①	保険金等の請求等の意思表示が困難であると会社が認めた場合
②	会社が認める傷病名の告知を受けていない場合
③	その他これに準じる状態であると会社が認めた場合

(2)	指定代理請求人が本条 (1) の請求等を行う場合、指定代理請求人は請求等の時において、第４条（指定代理請求人の指定
またはその変更）(1) の範囲内の者であることを必要とします。

(3)	本条 (1) により、会社が保険金等を保険金等の受取人 [１] の代理人に支払った場合には、その後重複してその保険金等の
請求等を受けても、会社はこれを支払いません。

(4)	本条 (1) にかかわらず、故意に保険金等の支払事由または保険料の払込免除事由を生じさせた者もしくは故意に被保険者
を重度障害による保険金の支払いにかかる重度障害状態に該当させた者または故意に保険金等の受取人 [１] を本条 (1) に
定める状態に該当させた者は、指定代理請求人としての取扱いを受けることができません。
備考（第５条）
[１]‥重度障害による保険金の支払にかかる重度障害の通知または保険料の払込免除の請求の場合は、保険契約者とします。

第６条（告知義務違反等による契約の解除等）
この特則が付加されている場合において、基本契約 [１] もしくは基本契約に付加されている特約 [２] の告知義務違反による
解除、重大事由による解除または加入限度額超過による解除について、保険契約者もしくはその法定代理人を知ることがで
きないとき、またはこれらの者の所在を知ることができないときその他正当な理由により保険契約者もしくはその法定代理
人に通知できないときは、主約款等 [３] に定める通知の相手方のほか、指定代理請求人にも通知することがあります。
備考（第６条）
[１]‥「基本契約」には、契約変更に関する特則条項に定める基本契約の保険金額の増額等変更契約を含みます。
[２]‥「特約」には、契約変更に関する特則条項に定める特約の特約保険金額の増額等変更契約を含みます。
[３]‥「主約款等」とは、この特則を付加した基本契約の普通保険約款、その基本契約に付加されている特約の特約条項および契約変更に関

する特則条項をいいます。

第７条（保険契約者による特則の解約）
(1)	保険契約者は、いつでも将来に向かって、被保険者の同意を得て、この特則を解約することができます。
(2)	本条 (1) によりこの特則が解約された場合、指定代理請求人の指定の効力は消滅します。
(3)	保険契約者が本条 (1) の解約をしようとするときは、必要書類（別表）を会社 [１] に提出してください。
(4)	本条 (1) の解約は、保険証券に記載を受け、または解約が完了した旨の通知を会社が発送してからでなければ、会社に対
抗することができません。
備考（第７条）
[１]‥「会社」には、会社から業務の委託を受けた者を含みます。

第８条（主約款等の規定の準用）
この特則条項に別段の定めのないときは、主約款等 [１] の規定を準用します。
備考（第８条）
[１]‥「主約款等」とは、この特則を付加した基本契約の普通保険約款、その基本契約に付加されている特約の特約条項および契約変更に関

する特則条項をいいます。

第９条（基本契約が夫婦保険等の場合の特則）
この特則を夫婦保険、夫婦年金保険付夫婦保険、即時夫婦年金保険または据置夫婦年金保険の基本契約 [１] に付加した場

合には、次のとおり取り扱います。
①	第２条（特則の付加）および第７条（保険契約者による特則の解約）(1) 中「被保険者」とあるのは「配偶者である被
保険者」と読み替えます。

②	第４条（指定代理請求人の指定またはその変更）(1)(2) にかかわらず、保険契約者は、配偶者である被保険者の同意を
得て、次の者の指定代理請求人として、それぞれ次の者を指定してください。
ア．主たる被保険者の指定代理請求人　配偶者である被保険者
イ．配偶者である被保険者の指定代理請求人　主たる被保険者
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備考（第９条）
[１]‥主たる被保険者または配偶者である被保険者が死亡（主約款等の規定により死亡とみなされる場合を含みます。）している基本契約お

よび配偶者である被保険者が被保険者の資格を失っている基本契約を除きます。

第 10条（基本契約が財形積立貯蓄保険等の場合の特則）
この特則を財形積立貯蓄保険または財形住宅貯蓄保険の基本契約に付加した場合には、第３条（特則の対象となる保険金

等の請求等）③中「保険金」とあるのは「死亡保険金または死亡返戻金」と読み替えます。

第 11条（基本契約が学資保険（Ｈ 24）等の場合の特則）
この特則を学資保険（Ｈ 24）または学資保険（Ｈ 24）（保険料払込免除なし型）に付加した場合には、次のとおり取り

扱います。
①	第３条（特則の対象となる保険金等の請求等）①②③にかかわらず、この特則の対象となる保険金等の請求は、次のも
のとします。
ア．保険契約者が受け取ることとなる保険金等の請求
イ．保険料の払込免除の請求
②	第４条（指定代理請求人の指定またはその変更）(1) ①②③④および別表（必要書類）中「被保険者」とあるのは「保
険契約者」と読み替えます。

③	基本契約において保険契約者の基本契約による権利義務が承継されたときは、この特則が解約されたものとみなします。
この場合、指定代理請求人の指定の効力は消滅します。

第 12条（基本契約に災害特約等が付加されている場合の特則）
(1)	この特則を付加した基本契約に災害特約が付加されている場合には、災害特約条項第４条（被保険者が死亡した場合の傷
害保険金等の請求の取扱い）(1) ②中「指定代理請求特則条項」とあるのは「指定代理請求特則Ⅱ条項」と読み替えます。

(2)	この特則を付加した基本契約に無配当傷害入院特約が付加されている場合には、無配当傷害入院特約条項第４条（被保険
者が死亡した場合の特約保険金の請求の取扱い）(1) ②中「指定代理請求特則条項」とあるのは「指定代理請求特則Ⅱ条項」
と読み替えます。

(3)	この特則を付加した基本契約に無配当疾病傷害入院特約が付加されている場合には、無配当疾病傷害入院特約条項第５条
（被保険者が死亡した場合の特約保険金の請求の取扱い）(1) ②中「指定代理請求特則条項」とあるのは「指定代理請求特
則Ⅱ条項」と読み替えます。
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別表　必要書類

(1)‥この特則条項に基づく請求等に必要な書類は、次のとおりとします。

項目 提出する者 必要書類

指定代理請求人の指
定の変更（第４条関
係）

保険契約者 １　会社所定の通知書
２　保険契約者の印鑑証明書または健康保険証
３　保険証券

指定代理請求人によ
る保険金等の請求等
（第５条関係）

指定代理請求人 １　主約款等に定める保険金等の請求書類
２　被保険者および指定代理請求人の戸籍謄本
３　指定代理請求人の印鑑証明書または健康保険証

特則の解約（第７条
関係）

保険契約者 １　会社所定の通知書
２　保険契約者の印鑑証明書または健康保険証
３　保険証券

(2)‥会社は、(1) にかかわらず、(1) の書類の一部の提出の省略またはこれらの書類に代わるべき書類の提出を認めることが
あります。また、会社が必要と認めた場合には、(1) の書類以外の書類の提出を求めることがあります。
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第１条（趣旨）
(1)	この特則条項は、すでに締結された保険契約を新たな保険契約に見直す取扱いおよびすでに付加された特約を新たな特約
に見直す取扱いに関する事項について定めます。

(2)	この特則条項は、保険契約者から、この特則を付加した新たな保険契約の申込み（特約のみの転換においては新たな特約
を付加する申込み）があり、かつ、会社がこれを承諾したときに適用します。

第２条（用語）
この特則条項において使用する用語の意義は、次の表のとおりとします。

用語 意義

保険契約の全部転換 すでに締結された保険契約を新たな保険契約に見直す取扱いをいいます。

特約のみの転換 すでに付加された特約を新たな特約に見直す取扱いをいいます。

転換前契約 保険契約の全部転換においてこの特則条項の定めるところにより消滅する保険契約をいいます。

転換後契約 保険契約の全部転換において前条 (2) の承諾により成立する保険契約（基本契約および基本契約
の締結の際に付加する特約）をいいます。

転換前特約 特約のみの転換においてこの特則条項の定めるところにより消滅する特約をいいます。

転換後特約 特約のみの転換において前条 (2) の承諾により成立する特約をいいます。

第３条（転換後契約への転換価格の充当）
(1)	転換前契約（特約のみの転換においては転換前特約）の転換価格は、会社の定めるところにより、転換後契約（特約のみ
の転換においては転換後特約）の積立金 [１] に充当します。

(2)	本条 (1) により充当する転換価格を「充当価格」といいます。
(3)	転換価格は、転換前契約（特約のみの転換においては転換前特約）の積立金 [１] の額とします。ただし、保険契約の全部
転換において、転換前契約に貸付金の元利金、まだ払い込んでいない払込時期の到来した保険料その他会社が弁済を受け
るべき金額があるときは、会社の定めるところにより、転換価格から差し引きます。

(4)	本条 (1) により転換価格の一部を充当しない場合において、返戻金があるときは、会社の定める計算方法により算出した
額の返戻金を保険契約者に支払います。
備考（第３条）
[１]	「積立金」とは、会社の定める方法によって計算される基本契約または特約に対する責任準備金のことをいいます。

第４条（転換後契約の責任開始の時）
(1)	保険契約の全部転換において、会社は、転換後契約における基本契約または特約の申込みを承諾したときには、転換後契
約の主約款等 [１] の規定にかかわらず、転換後契約の主約款等 [１] に定める責任開始の時の直後の転換前契約の月ごとの契
約応当日 [２] から、転換後契約における基本契約上または特約上の責任を負います。

(2)	本条 (1) の会社が責任を開始する日を転換後契約における基本契約および特約の契約日とします。
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(3)	特約のみの転換において、転換後特約の責任開始の時は、転換後特約の特約条項における基本契約の締結後に特約を付加
した場合の規定によります。ただし、転換後特約に払い込むべき特約保険料がない場合、第１回特約保険料または第１回
特約保険料相当額はこの特約の申込みを受けた時（同時に付加する特約がある場合はその特約の第１回特約保険料または
第１回特約保険料相当額を受け取った時）に受け取ったものとします。

(4)	会社が転換後契約（特約のみの転換においては転換後特約）の申込みを承諾したときは、転換前契約（特約のみの転換に
おいては転換前特約）は、転換後契約（特約のみの転換においては転換後特約）の責任開始の時に消滅します。

(5)	転換前契約（特約のみの転換においては転換前特約）において、保険料または特約保険料を払い込んだ後、本条 (4) によ
る消滅以降の期間に対する保険料または特約保険料の全部または一部について払い込む必要がなくなったときは、その期
間について、会社の定める方法により計算した保険料または特約保険料を保険契約者に払い戻します。

(6)	本条 (4) において、転換前契約（特約のみの転換においては転換前特約）に積み立てられた契約者配当金 [３] または特約
契約者配当金 [３] があるときは、保険契約者に支払います。[４]

備考（第４条）
[１]	「転換後契約の主約款等」とは、転換後契約における基本契約の普通保険約款および特約の特約条項をいいます。
[２]	「転換前契約の月ごとの契約応当日」とは、転換前契約における基本契約の契約日の毎月の応当日をいい、その応当日がない月の場合は、

その月の翌月の１日とします。たとえば、契約日が１月31日の場合は、31日のない２月については、３月１日が月ごとの契約応当日
となります。

[３]	本条(4)により消滅したときまでの間の会社の定める利率による利息を含みます。
[４]	転換後契約における基本契約（特約のみの転換においては転換後特約が付加された基本契約）が消滅したとき（転換前契約（特約のみ

の転換においては転換前特約）の消滅した直後の転換前契約（特約のみの転換においては転換前特約）が消滅せずに継続していたとし
た場合の年ごとの契約応当日までに消滅したときを除きます。）に、転換前契約（特約のみの転換においては転換前特約）が消滅した
ときまでの期間に対して会社が定める計算方法により算出した契約者配当金または特約契約者配当金を支払うことがあります。

第５条（転換後契約の特約保険料の払込み）
(1)	転換後契約における基本契約に払い込むべき保険料がなく、転換後契約における基本契約に付加された特約にのみ払い込
むべき特約保険料があるとき [１] は、転換後契約における基本契約に付加された特約の特約条項の規定にかかわらず、保
険契約者は、転換後契約における基本契約の普通保険約款の定める保険料の払込方法（経路）を選択することができます。
この場合、保険契約者による保険料の払込方法（経路）の変更および会社による保険料の払込方法（経路）の変更につい
ては、転換後契約における基本契約の普通保険約款の定めるところによります。

(2)	本条 (1) の場合において、転換後契約における基本契約に付加された特約が複数あるときは、保険契約者は、それらの特
約について、同一の保険料の払込方法（経路）を選択してください。この場合、それらの特約については、同一月分の特
約保険料を合わせて払い込んでください。
備考（第５条）
[１]	無配当先進医療特約（無解約返戻金型）にのみ払い込むべき特約保険料があるときを除く。

第６条（転換後契約の第１回保険料の猶予期間）
(1)	保険契約の全部転換において、転換後契約の第１回保険料 [１] の猶予期間は、転換後契約の主約款等 [２] の規定にかかわら
ず、転換後契約の基本契約の第１回保険料の払込時期経過後２か月目の月における転換後契約における基本契約の月ごと
の契約応当日 [３] の前日までの期間とします。

(2)	保険契約の全部転換において、保険契約者が転換後契約の第１回保険料 [１] を払い込まないで本条 (1) の猶予期間を経過
したときは、転換後契約の主約款等 [２] の規定にかかわらず、転換後契約における基本契約または特約 [４] は、その効力を
失います。

(3)	本条 (2) の場合、保険契約者はその基本契約または特約の失効後１年以内に限り、会社の承諾を得て、その基本契約また
は特約を復活することができます。この場合、転換後契約の主約款等 [２] における基本契約の復活または特約の復活にか
かる規定を適用します。
備考（第６条）
[１]	「転換後契約の第１回保険料」とは、転換後契約における基本契約の第１回保険料または特約の第１回特約保険料をいいます。
[２]	「転換後契約の主約款等」とは、転換後契約における基本契約の普通保険約款および特約の特約条項をいいます。
[３]	「転換後契約の月ごとの契約応当日」とは、転換後契約における基本契約の契約日の毎月の応当日をいい、その応当日がない月の場合は、

その月の翌月の１日とします。たとえば、契約日が１月31日の場合は、31日のない２月については、３月１日が月ごとの契約応当日
となります。

[４]	払い込むべき保険料のある基本契約または払い込むべき特約保険料のある特約に限ります。
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第７条（転換後契約の特別取扱い）
(1)	保険契約の全部転換において、被保険者が転換後契約の責任開始の日からその日を含めて３年を経過する前に自殺したた
めに転換後契約の死亡保険金を支払わないときは、保険契約の全部転換による見直しはされずに転換前契約は消滅しなか
ったものとして継続していたとすれば死亡保険金を支払う場合に限り、転換前契約において死亡保険金として支払うべき
金額を限度として、転換後契約に基づき死亡保険金を支払います。

(2)	保険契約の全部転換において、被保険者が転換後契約の契約日からその日を含めて１年６か月を経過する前に死亡したた
めに転換後契約の保険金の倍額支払をしないときは、保険契約の全部転換による見直しはされずに転換前契約は消滅しな
かったものとして継続していたとすれば保険金の倍額支払をする場合に限り、転換前契約において保険金の倍額支払とし
て支払うべき金額を限度として、転換後契約に基づき保険金の倍額支払をします。

(3)	保険契約の全部転換において、被保険者が転換後契約の責任開始時前にかかった疾病または受けた傷害により重度障害の
状態になったために転換後契約の重度障害による保険金を支払わないときは、保険契約の全部転換による見直しはされず
に転換前契約は消滅しなかったものとして継続していたとすれば重度障害による保険金を支払う場合に限り、転換前契約
において重度障害による保険金として支払うべき金額を限度として、転換後契約に基づき重度障害による保険金を支払い
ます。

(4)	保険契約の全部転換において、被保険者が転換後契約の責任開始時前に不慮の事故により傷害を受け、その傷害を直接の
原因としてその事故の日から 180日以内に死亡した場合で、その原因が転換後契約の責任開始時前に生じていたために
転換後契約における特約の死亡保険金を支払わないときは、保険契約の全部転換による見直しはされずに転換前契約は消
滅しなかったものとして継続していたとすれば特約の死亡保険金を支払う場合に限り、転換前契約において特約の死亡保
険金として支払うべき金額を限度として、転換後契約に基づき特約の死亡保険金を支払います。[１]

(5)	転換前契約における特約（特約のみの転換においては転換前特約。以下、本条 (5）において同じ。）が傷害による入院、
手術または放射線治療にかかる保険金を支払う特約の場合で、被保険者が転換後契約における特約（特約のみの転換にお
いては転換後特約。以下、本条 (5)において同じ。）の責任開始時前に不慮の事故により受けた傷害を直接の原因 [２] として、
転換後契約における特約の特約条項に規定する入院をし、または、手術もしくは放射線治療を受けたとき [３] は、その入院、
手術または放射線治療は、転換後契約における特約の責任開始時以後の原因によるものとみなして取り扱います。[１][４]

ただし、転換後契約における特約の特約保険金の支払額の計算に用いる特約基準保険金額において、転換前契約における
特約の特約基準保険金額を超える部分については、その入院、手術または放射線治療は、転換後契約における特約の責任
開始時前の原因によるものとして取り扱います。

(6)	転換前契約における特約（特約のみの転換においては転換前特約。以下、本条 (6) において同じ。）が疾病による入院、
手術または放射線治療にかかる保険金を支払う特約の場合で、被保険者が転換後契約における特約（特約のみの転換にお
いては転換後特約。以下、本条 (6) において同じ。）の責任開始時前にかかった疾病を直接の原因 [２] として、転換後契約
における特約の特約条項に規定する入院をし、または、手術もしくは放射線治療を受けたとき [３] は、その入院、手術ま
たは放射線治療は、転換後契約における特約の責任開始時以後の原因によるものとみなして取り扱います。[１] ただし、
転換後契約における特約の特約保険金の支払額の計算に用いる特約基準保険金額において、転換前契約における特約の特
約基準保険金額を超える部分については、その入院、手術または放射線治療は、転換後契約における特約の責任開始時前
の原因によるものとして取り扱います。

(7)	転換前契約における特約（特約のみの転換においては転換前特約。以下、本条 (7) において同じ。）が傷害または疾病に
よる先進医療による療養にかかる保険金を支払う特約の場合で、被保険者が転換後契約における特約（特約のみの転換に
おいては転換後特約。以下、本条 (7) において同じ。）の責任開始時前にかかった疾病または不慮の事故により受けた傷
害を直接の原因 [２] として、転換後契約における特約の特約条項に規定する先進医療による療養を受けたとき [３] は、その
先進医療による療養は、転換後契約における特約の責任開始時以後の原因によるものとみなして取り扱います。[１] ただし、
転換前契約における特約の特約基準保険金額を超える部分については、その先進医療による療養は、転換後契約における
特約の責任開始時前の原因によるものとして取り扱います。

(8)	保険契約者または被保険者が転換後契約（特約のみの転換においては転換後特約。以下、本条 (8) において同じ。）の保
険料または特約保険料の払込免除事由に規定する状態に該当した場合で、その原因が転換後契約の責任開始時前に生じて
いたために転換後契約の保険料または特約保険料を払込免除としないときは、保険契約の全部転換または特約のみの転換
による見直しはされずに転換前契約（特約のみの転換においては転換前特約。以下、本条 (8) において同じ。）は消滅し
なかったものとして継続していたとすれば保険料または特約保険料を払込免除とする場合（転換前契約の保険料払込期間
にかかわらず、保険期間の満了まで保険料または特約保険料の払込みがあるものとすれば、保険料または特約保険料を払
込免除とする場合を含む。）に限り、転換後契約に基づき保険料または特約保険料を払込免除とします。

(9)	保険契約の全部転換による見直しの際の告知義務違反により、会社が転換後契約における基本契約を解除するときは、保
険契約の全部転換による見直しはされずに転換前契約における基本契約は消滅しなかったものとして継続していたとした
場合の死亡保険金額を超える部分に限り、解除することができるものとします。
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(10)	保険契約の全部転換または特約のみの転換による見直しの際の告知義務違反により、会社が転換後契約における特約（特
約のみの転換においては転換後特約）を解除するときは、転換前契約における特約（特約のみの転換においては転換前
特約）の特約基準保険金額 [５] を超える部分に限り、解除することができるものとします。

(11)	転換後契約（特約のみの転換においては転換後特約）が詐欺による取消しまたは不法取得目的による無効となった場合は、
本条 (1)(2)(3)(4)(5)(6)(7)(8)(9)(10) の規定は適用せず、転換前契約（特約のみの転換においては転換前特約）は第４
条（転換後契約の責任開始の時）(4) により消滅したものとします。

(12)	本条 (1)(3) により死亡保険金または重度障害による保険金を支払う場合で、転換後契約の死亡保険金額が本条 (1)(3)
により支払う保険金額を超えるときは、会社は、その超える部分の積立金 [６] を保険契約者に支払います。

備考（第７条）
[１]	転換前契約における特約で特約保険金を支払う場合を除きます。
[２]	転換前契約における特約の責任開始時以後に生じた原因に限ります。
[３]	保険契約の全部転換または特約のみの転換による見直しはされずに転換前契約における特約は消滅しなかったものとして継続していた

とした場合のその転換前契約における特約の保険期間（その転換前契約における特約の更新後の特約の保険期間を含みます。）が満了
する前に限ります。

[４]	転換後契約における特約が傷害による入院、手術または放射線治療にかかる保険金のみを支払う特約である場合は、本条(5)により支
払う特約保険金の支払額は転換前契約の特約における特約保険金の支払額と通算して転換前契約における特約の特約基準保険金額の範
囲内とします。

[５]	転換後契約における特約（特約のみの転換においては転換後特約）が疾病による入院、手術または放射線治療にかかる保険金を支払う
特約である場合は疾病による入院、手術または放射線治療にかかる保険金を支払う特約の特約基準保険金額、先進医療による療養にか
かる保険金を支払う特約である場合は先進医療による療養にかかる保険金を支払う特約の特約基準保険金額に限ります。

[６]	「積立金」とは、会社の定める方法によって計算される基本契約に対する責任準備金のことをいいます。

第８条（転換前特約が総合医療特約の場合の特則）
特約のみの転換において、無配当先進医療特約（無解約返戻金型）が付加されている場合で、転換前特約を総合医療特約 [１]

とし、かつ、転換後特約も総合医療特約 [１] とするときは、無配当先進医療特約（無解約返戻金型）条項の規定にかかわらず、
その特約のみの転換による転換前特約の消滅ではその無配当先進医療特約（無解約返戻金型）は失効しないものとします。
備考（第８条）
[１]	「総合医療特約」とは、次のいずれかの特約をいいます。

(1)	無配当総合医療特約
(2)	無配当総合医療特約（解約返戻金低減型）
(3)	無配当総合医療特約（無解約返戻金型）
(4)	無配当総合医療特約（学資保険（Ｈ24）用）


